平成２３年度甲府中心商店街空き店舗対策事業要綱
１．事業名称　　甲府中心商店街新規出店に関する家賃補助事業

２．目　　的

近年、甲府中心商店街では売上減等により、空き店舗となる状況が目立っており、当所では平成７年度より甲府中心街に新規出店を考えている創業者等の支援のため家賃補助等を行ってきた。
甲府中心商店街に昼間の営業を主とする店舗を誘致し、街の賑わいを創出することを目的として家賃補助事業を実施する。
３．実施機関　　甲府商工会議所
４．実施期間　　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

５. 対象地域　　中心市街地活性化法に基づき甲府市が定めた中心市街地の商店街に
属していること。
６．対象店舗　　1)上記範囲内における１階路面店舗
　　　※新築店舗の場合、新築後６ヶ月以上テナントを誘致できないときは
家賃補助の対象とする。但し、当所が必要と認める店舗で、かつ当
所と協議のうえ家賃を決定するものとする。
2)対象業種は、物販業並びにサービス業などで、事務所的な業務及び

居酒屋等酒類を主に提供する店舗は対象としない。
3)昼間の営業を主として行う業種とする。
　昼間と夜間の境を午後６時として、昼間の営業時間が夜間の営業時

間以上とする。
（例）昼間：11：00～14：00、17：00～18：00（計４時間）
　　　夜間：18：00～22：00（計４時間）

　　　昼間営業時間≧夜間の営業時間
3)風俗業など商店街のイメージを損なうような業種は対象としない。

4)原則新規出店が対象で、オープンから６か月を経た案件は対象としない。

　　　　　　　　5)甲府商工会議所の会員事業所であること（事業実施後の入会も可）
　　　　　　　　6)創業（事業）計画書を会議所指定の中小企業診断士の指導のもと作成
し提出すること（診断士指導は無料）
７．選考方法　　　審査会により決定

８．補助内容　　1)賃貸借契約上の賃貸借開始日より原則最大６ヶ月とする。

2)補助金額は、１ヵ月あたりの税込家賃額の半額とする。（１円未満の端数が出る場合は切り捨て。）

但し、最高額を１ヵ月あたり１０万円とする。
※予算終了時点で、今年度の募集を終了する。
申込方法、選考基準・条件、審査会運営方法について
●申込方法　　　1)所定申込用紙に必要事項を記入の上、下記書類を添付して申し込む。

　　　　　　　　2)添付書類は履歴書（申込者が法人の場合は会社概要書および代表者の履歴書）、はじめて創業される方は創業計画書、既に事業経営をなさっている方は事業計画書（資金計画書含む）と決算書２期分
●選考基準

　　　　　　　　1)当該商店街に適した業種

2)家賃補助期間終了後も継続して事業を営む可能性が高い方

3)経験者・未経験者を問わず小売業等に意欲のある方

　　　　　　　　4)話題性のある業種の方

　　　　　　　　5)１度支援した方が中心市街地のエリア内で多店舗展開する場合は２店舗目までの出店は支援対象（３店舗目以降は対象外）
　　　　　　　　6)１度支援した方が中心市街地のエリア内で移転する場合は対象外

　　　　　　　　7)対象商店街　　
・かすがもーる・銀座通り・エル西銀座・銀座通り・ペルメ桜町

・ダイヤコリド・春日あべにゅう・オリオン通り・オリオン南部

・丸の内八番街・朝日通り・他当所で有効と認めた地域

　　　　　　　　＊商店街を形成している地域を優先的に対応し、甲府市が定めた

中心市街地のエリア内であっても商店街を形成していない地域は
原則として対象としない。

●その他選考条件
　　　　　　　　1)店舗が属す商店街への連携・協調を図ること
　　　　　　　　2)商店街のイメージダウンとなるような行為は行わないこと

　　　　　　　　3)家賃補助開始から１年間の売上等経営状況については、毎月必ず甲府商工会議所に報告を行うこと
　　　　　　　　4)支援期間中の事業閉鎖又は公序良俗に反する行為等をしない
　　　　　　　　5)甲府商工会議所が不適切と認めた場合については、支援を打ち切る或は交付した補助金の返還を求めることがある。
　　　　　　　　6)店舗賃貸借契約については、入居者自身が行う。
●審査会運営方法
　　　　　　　　1)審査会は甲府商工会議所、甲府市、中小企業診断士各１名により構成

する。
　　　　　　　　2)審査会は毎月１回開催する。（日程調整つかない場合は、回覧方式も可とする。）
　　　　　　　　3)可否は全員一致を条件とする。

　　　　　　　　4)継続的な街の賑わいを創出することを第一の目的とする。
